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１ 開 会 

 

２ 議 事 

① 施設の管理・運営業務に関する官民競争入札又は民間競争入札実施にあたっ

ての実施要項の標準例について 

② その他 

 

３ 閉 会 

 

 

＜出席者＞ 

（委 員） 

  樫谷主査、小林副主査、逢見委員 

 

（財団法人日本経済研究所 調査局） 

  五十嵐副局長、宮地調査第二部副部長、木田研究員 

 

（事務局） 

  中藤事務局長、櫻井参事官、熊埜御堂参事官、徳山企画官 



 

 

（財団法人日本経済研究所、傍聴者入室） 

○樫谷主査  それでは、ただいまから第 33 回「入札監理小委員会」を開催いたします。 

 本日は、公共サービス改革基本方針で内閣府において策定することとされている「施設の

管理・運営に関する官民競争入札又は民間競争入札にあたっての実施要項の標準例」の案に

つきまして、その作成に関する業務を受託している財団法人日本経済研究所からヒアリング

を行いたいと思います。 

 本日は、財団法人日本経済研究所調査局、五十嵐副局長に御出席いただいておりますので、

標準例の内容等について説明いただき、その後、意見交換を行いたいと思います。説明は 2

0 分ぐらいでお願いいたします。 

○五十嵐副局長  日本経済研究所の五十嵐でございます。今日はよろしくお願いいたします。 

 今回、施設の管理・運営業務に関します官民競争入札等の実施要項の標準例作成という業

務を受託させていただいたところでございますけれども、公共サービス改革法におきまして

は、民間の創意工夫を反映すると、こういう観点から、官民競争入札等の実施におきまして

は、仕様を定めるのではなくて、公共サービスの内容と質を実施要項に定めるというふうに

されているところでございますけれども、私どもで、国、民間事業者の各方面にヒアリング

等実施いたしまして調査を進めてまいりましたところ、官民ともに当初の想像以上に管理・

運営業務につきましては質の設定という概念がないという点と、それから、官では、従来発

注に用いております仕様書が発注書でもあり、業務水準書でもあり、業務履行についてのチ

ェックリスト的に用いられていると、こういう点が明らかになったところでございます。 

 こういった状況を踏まえまして、今回御説明申し上げます標準例におきましては、実施要

項の作成上の一番のポイントとなります質の設定の部分につきましては、実務的に官民双方

にとって議論が始めやすいところとして、どこからスタートすればよいのか、こういう観点

から整理を行っているところでございます。 

 更に、これに伴いまして、落札者の選定基準につきましても、まだ若干御意見をいただく

べきところがあるかなと、このように考えているところでございます。そういうところも含

めまして、本日、いろいろ御指摘を踏まえまして、可能な限り整理をしてまいりたいと、こ

のように考えているところでございます。 

 詳細な内容につきましては、調査のリーダーを務めました宮地の方から御説明申し上げた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○宮地副部長  日本経済研究所の宮地と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず 初に、資料Ａというものがお手元にあるかと思います。「標準的実施要項作成にお

ける施設の管理・運営業務の質の設定について」ということで、中心として検討してまいり

ました質の設定に関する考え方を御説明させていただきまして、資料Ｂの実施要項の標準例

ということで本日お付けしております内容を簡単に御説明させていただきたいと思います。 

 まず、官民競争入札等における質の設定についてでございますけれども、今ほど五十嵐も

申しました実施要項において確保されるべき質を明確に定めるということと、発注に当たっ
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ては、仕様発注ではなくて性能発注でやっていくということ。あと、業務の発注に当たりま

しては、包括的に発注するということが御指摘をされていることかと思います。 

 この標準的実施要項作成におきまして、まず、施設の管理・運営業務として共通的な業務

というのはどういったものがあるかということで整理を行いました。これに関しましては、

今後市場化テストの対象と考えられている各省の仕様書等も確認させていただきましたけ

れども、国の方で、国交省が建築保全業務の共通仕様書というものをつくっておりまして、

これが基本的にそれら省庁の仕様書をつくる上でのベースになっているということでござ

いますので、こちらの方で共通的な業務ということで整理をしてまいりました。 

 そのうち、共通的な施設の管理業務ということにつきましては、施設の維持管理・保全等

にかかわる清掃ですとか、設備のメンテナンス、植栽の管理といったような業務が共通的な

業務であるのかなと考えております。 

 あと、共通的な施設の運営業務ということでございますが、これに関しましては、中で公

共サービスをやるということではなくて、施設の管理業務に付随した警備ですとか、宿日直

の業務、また、施設の受付ですとか、貸出予約等の窓口的な業務というようなものが共通的

な業務として位置づけられるのではないかと考えております。 

 これらの施設の管理・運営業務の公共サービスとしての位置づけでございますけれども、

先ほども言いましたけれども、当該公共施設で行われる主たる公共サービスというものをち

ゃんと実施できるように、例えば、研修ですとか、運動施設であれば運動、会議施設であれ

ば会議といったようなことが、主たる目的をちゃんと行われるために補完的に行われる業務

であるということなのかなと考えております。 

 そういった業務を整理したところで、現状の発注形態と比較整理して考えてみますと、先

ほども申しましたけれども、従来の国、あるいは独法等での施設の管理・運営業務の発注形

態でございますが、お話を聞いたところはすべて仕様発注で入札を行っているということで

ございました。事前に質の設定を行って発注はしていないということです。 

 では、業務の質として、どういうふうな管理、あるいは履行の確認をしているのかという

ことでお尋ねしましたところ、基本的には仕様書に示す内容が業務の 低水準であるという

認識であるということと、その確保に当たりましては、１ページ目の下の方に書いてござい

ますけれども、事前に仕様書でこういうことをやってくださいということをしているので、

これをちゃんとやってもらえればいいんだということ。もう一つは、それがちゃんとやられ

たのかどうかということを現場から報告書等で、日報ですとか、月報、週報というものでチ

ェックをしています。３番目は、実際に管理をしていくところで、汚れなり、問題があると

ころを見つければ、監督者としてその場で指示をするということで、業務の実施プロセスで

質を管理しているんだという御発言といいますか、御指摘、御意見がございました。 

 では、ほかに性能発注的なもの、あるいは質の設定をして発注しているようなものがない

のかどうかということで、企画書段階でも御提案させていただきましたけれども、ＰＦＩで

すとか、指定管理者制度というところでは、包括的に業務を出して、性能発注だということ
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が言われておりましたので、この事例を確認してまいりました。 

 これに関しましてですが、例えば、博物館とか、あるいはホールというようなものに関し

ましては、入場者数何人とかという設定がされているんですが、施設の管理・運営に関しま

しては、事前に業務の質というものを指標で具体的に示しているわけではない。では、どう

いうふうにやっているのかというところで、２ページ目の図の方に書いてございますけれど

も、発注の段階では、官側の方針としまして、性能発注として、例えば、汚れのないように

保つとか、常に清潔な状態に維持するという大きな方針を定めます。これに対しまして民間

事業者の方が、それをやるんであれば、こういった体制、あるいはこういう考え方でやれば

いいのではないか、あるいはもっと頑張ってやりますというような提案をしていくというこ

とです。 

 これを入札に当たって評価をするということなんですが、実際には施設の整備後に、「官

・民：詳細なやり方の決定（協議）」と書いてございますが、協議という言い方がいいのか

どうかわからないんですけれども、具体に物ができてから、方針に定めた、あるいは提案し

てきた内容に沿って、この建物を管理・運営していくためにはどういうふうにしていくのか

という仕様を定めるということをやっているということで、結局は施設ができたときに仕様

をつくるという作業をしている。これが提案書と仕様書という形で契約書に反映されるよう

な形になるということで行われているということでございます。現状の官が発注しているＰ

ＦＩ等の性能発注というのは、こういう仕組みが非常に多いということでございました。 

 あと、民間のビル、例えば、新丸ビルですとか、 新のビルというのはどうなっているの

かということで、民間さん、あるいはそういったところを請け負っているビルメンテナンス

関係の会社の方に確認をしましたが、これにつきましては、民間であるがゆえに、決まった

ルールがあるわけではない。ただ、ざっと見た限りでは、現状請け負っているもの、あるい

はやっていることについては、仕様による発注が一般的だと認識しているということで、例

えば、新丸ビルに関しましても、これはどこまでお話をしていいのかというのはあるかとは

思うんですが、細かく言ってしまえば、すべて仕様発注ということでやっているというお話

もございました。 

 ただ、一部で、設備関係、新たに据える施設などにつきましては、こういう性能を期待し

ていますということで、こういう性能を出しますよというよう提案も受けているということ

はあるんですけれども、設備の具体の細かな話でして、こういう公共サービスの質の設定と

いうこととはまだちょっとレベルが違うのかなということです。 

 ４番目に、官民競争入札において、管理・運営業務の質の設定をどうするかということな

んですけれども、まず、留意点といたしましては、公共サービスとしての質を定めると実施

要項、あるいは法律に書いてございますので、このことを考えていかなければいけないとい

うことです。管理・運営業務の性格を考えますと、公共施設の主目的を補完する上で定める

べき質というのはどういうのがあるかということを考えていかなくてはいけないというこ

とと、今までばらばらに発注されていたものが包括的になるわけですので、包括的にしたこ
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とによって、どういう質を設定していくのかということを考えていかなくてはいけないとい

うことです。 

 あと、現状、非常にかっちりとした仕様がございます。しかも、これがチェックマニュア

ル的に機能しているということでございます。これがやり過ぎなのかどうなのかという話も

あるかとは思うんですけれども、基本的には見直し、あるいはコストとの関係できちんとリ

バイスなりリニューアルをされて実施されているということで、この仕様書をきちんと確認

しながらやっていかなくてはいけないんではないかということで考えています。 

 ３ページ目に、「質の設定に必要な視点」と書いてございます。これは当たり前のことを

書いてございます。では、どういうふうに質の設定を考えるかということで、（３）のとこ

ろに書かせていただいておりますけれども、まず、質の設定の考え方といたしまして、既存

の仕様書があるということと、これに基づいて現状管理がされているということを踏まえま

すと、これを前提として、これに対して民間の創意工夫が反映されるような形にならないか

ということで、２階建ての構造を設定してみました。 

 まず、１階部分では、 低水準の確保ということで、現状の既存の仕様書を前提として提

示する。これにつきましては、従来の入札でやるコストの部分の効率性を確認する部分。あ

と、それにプラスして、提案による質の確保ということで、これは民間事業者の業務全体に

対する質への提案ということと、 低水準として示した１階部分の仕様書に対する改善の提

案というものを受け付けていくということで、質の部分への効率性といったものを確認でき

ないかということで考えております。 

 既存の仕様書に関しましては、仕様書を付けて情報の開示で開示していくということとと

もに、この仕様書のレベルといいますか、実際に仕様書がどういうふうに実施されているの

かということに関しましては、ここに書いてございませんけれども、民間事業者は現地の見

学会といいますか、施設を直に見て、事前にチェックをさせていただくという行為が必要で

すという御指摘もございました。 

 あと、民間事業者の創意工夫をどういうふうに受けるかということですけれども、先ほど

言いました業務全体に対する質を設定して、これをどういうふうに実現していくかという提

案と、あと、 低水準に対する改善の案を受け付けるということで、４ページ目でございま

すけれども、具体的にはこんなことが考えられるのではないかということで整理してまいり

ました。 

 これは「管理・運営業務全体に対する質の設定イメージ」ということで、主要な項目を考

えて、それに対する測定指標というものを考えるという構成で設定しております。施設の管

理・運営業務の基本的な方針といたしましては、その業務を通して快適な施設利用を可能に

するということと、当該公共施設におきます公共サービスを円滑に実施してもらうというこ

とを可能にしていくことだろうということで、それから考えますと、主要な事項としまして

は、例えば、快適性の確保ですとか、品質の維持ですとか、コストの低減、あるいは環境へ

の配慮、安全性等への確保ということが挙げられるかと思います。 

4



 

 

 これらにつきましては、現状、官の方で、何か具体的に決まった指標を持って評価をして

いるわけではないということですが、例えば、考えられるものとしましては、施設利用者に

アンケートを取って満足度を確認する、あるいは不満足度、何でもいいのかもしれませんけ

れども、こういったことを数値化していくということが１つある。 

 もう一つは、例えば、公共施設の管理・運営の不備で、対象とする公共施設で行う公共サ

ービスの提供が止まってしまったというようなことがないように、これは絶対あってはなら

ないということで０回というようなことですとか、あと、障害が発生したときに、これもな

かなか難しいかとは思うんですけれども、例えば、障害が見つかったことをきちんと管理者

に知らせるということで、見つかった時点から管理者への報告時間といったものを定めると

いうようなことも考えられるのではないか。 

 また、コストの低減ということで、これは基本的には入札のときにコストが確定するわけ

ですけれども、実際に管理・運営業務をしていくと、長い期間をかけて、もっとここを効率

化すればいいのではないかとか、あるいは大きな設備を使っていると、運転の仕方でかなり

コストの効率化が図れるということがあるそうですので、こういうことにつきましては、例

えば、業務期間中に事業者の方から提案を受けて、それを踏まえて次の仕様なり発注を改め

ていくというようなことで、その提案を求めるですとか、あと、環境関係で言いますと、

近、グリーン庁舎等の指針が出て、ＣＯ２排出抑制というようなことが言われておりますが、

これもなかなか測定は難しいし、現状やっていない、また、前年度と今年度の比較というの

が必ずしも簡単ではないんだという御指摘もございましたけれども、そういったような設定

もあり得るのかなということで書いております。 

 あと、安全性の確保ということでは、例えば、安定して水光熱といったものを提供してい

くというようなこと、あるいは事故が起こらないようにするといったようなこと、そういっ

たことを設定していくことが考えられるのではないか。標準的と言いましても、業務の内容

と言いますか、その施設の主目的との関係もあるかと思いますので、一般的にこれですとい

うことはなかなか提示が難しいんですが、こういった指標を考えていくということがあるの

かなということで考えております。 

 こういった考えの下に資料Ｂの標準例をつくってまいりましたが、今、説明しました測定

指標に関しましては、現状ないということですので、事前に調査ができるのかどうか、調査

をしてもらうようにお願いしていくのかどうかということですとか、あと、質を踏まえて落

札者を決定するときに、評価を官側でしなくてはいけないわけですけれども、このウエート

づけというのがなかなか難しいのかなと考えておりまして、今回は一般的な書きぶりになっ

ておりますけれども、こういったところをもう少し検討、工夫をしていく必要があるかと思

っております。 

 ちょっと駆け足になりますが、標準例の案の構成を簡単に御説明させていただきます。３

部構成になっておりまして、１ページ目から８ページ目がこの実施要項作成に当たっての留

意点ということで、現状、管理委員会の事務局様の方でチェックリスト的なものがあるとい
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うふうに理解しておりますけれども、そこに書いてあるようなことを踏まえて整理をしたと

いうところでございます。 

 ９ページ目から 34 ページ目が２となっておりまして、実際に実施要項にこういうふうに

記載をしていくということが考えられるのではないかということで書いてございます。ただ、

業務の内容等に関して変わってくるところがあるかと思いますので、そういったところにつ

きましては、赤字の斜文字で表示をしているところです。 

 あと、具体的な中身を整理していくという関係で、どういった形で企画書を受け付けるか

ということも想定しながらつくっておりますので、企画提案書の様式の例を 35 ページから

書いてございます。 

 １ページ目、２ページ目に戻っていただきまして、 初のところは、主には留意事項とい

うことと、質の設定につきまして、先ほど御説明をした内容のものを書いてございます。３

ページ目と４ページ目のところが、例えば、これは概念的な整理ですけれども、３ページ目

の中段以降に「仕様書に対して創意工夫の提案を設ける仕組み」と書いてあります。例えば、

業務の項目に対して、提案を行わないんであれば従来どおりやりますよということで、やり

方は仕様書に書かれるものが合意レベルになってくる。ただ、例えば、清掃については、こ

の業務については提案を行うということであれば、それを明記してもらって、その提案の行

われた内容について官の方でチェックをしていく、評価をしていくというようなことになる

のかなということで考えております。 

 ４ページ目の方は、その質が達成できたか、できなかったかということで、委託費の支払

い等に関係してくるかと思います。これにつきましては、非常に難しいという現状の整理も

あるかとは思うんですけれども、減額措置を定める場合に、例えば、ＰＦＩとかで減額を定

めているような支払い例を概念的に整理しますと、事業者がやった業務といったものを定期

的に報告書をチェックするなり、随時のモニタリングを行うという検査、監督を行いまして、

これに対して問題がない場合は、通常どおり、決めたとおり委託費を支払っていく。 

 質に問題があるということが確認できたところで、いきなり削減ということをするのでは

なくて、改善指示というようなことをして、改善が見られれば通常どおり支払ってもいいの

ではないか。ただ、改善を何回も指示をしたのにもかかわらず改善が図られないということ

であれば、何らかのポイントなりを付加して、そのポイントに応じて減額をするというよう

な仕組みがＰＦＩ等では取られておりまして、この市場化テストの管理・運営業務に関しま

しても、こういった部分のところはこの考え方が使えるのではないかなということで示させ

ていただいております。 

 ５ページ、６ページ、７ページ、８ページの辺りはチェック事項ということで、特に御説

明する必要はないかと思います。 

 実際の記載に当たりましてのところですが、９ページ目でございますけれども、例えば、

管理・運営業務ということで、業務の内容でどういったものがあるかということで、大きく

整理しますと、点検と保守というようなことがございます。これについて、それぞれの建物
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によってやることは変わってくるかと思うんですけれども、国交省が出しています保全業務

の仕様に基づきますと、赤字で書かれているところについてが点検、あるいは保守でやらな

くてはいけないことと書いてあります。その上で、点検をどういうふうに実施するのかとか、

点検をするに当たって、別途国の方から支給する資材がある場合は、そういったものを明確

にしていく。あと、点検をして問題があるのは発見したんですが、放っておきましたという

のでは困ると思いますので、点検して問題があった場合にどうするのかといったような事柄

ということで書かれているということです。 

 細かな業務は 11 ページ、12 ページ、13 ページ、14 ページ、15 ページ、16 ページとだら

だらと書いてございますけれども、一般的な国の建物等では、こういった業務が大きな項目

としては考えられるんではないかということで書いてございます。赤字のところは、各独法

さんの方で、実際の自分たちの施設で発生するであろう業務というものを整理していくとい

うことかと考えております。 

 あと、同じような中身で、16 ページ目の方に運転・監視及び日常点検・保守、18 ページ

の方に清掃としてどういったことを書くのかとか、20 ページの方には執務環境測定というこ

とで、これは主には法律とかで空気の環境測定をしなさいということは決まっているわけで

すけれども、こういったことをやらなければいけないとか、あと、若干施設によって変わっ

てくると思われるのが、この施設の警備のところでございますが、人を張りつけて警備をし

ていくのか、機械的な警備で事足るのかというようなところ、その内容といったものを明確

にしていかなければいけないということになるかと思います。 

 「その他の運営業務」と書いてございますのは、先ほども御説明しました、受付とか、施

設の予約とか、そういったものが挙がってくるのかなということで考えております。 

 22 ページ目の方は、先ほど例示させていただきました質にこんなのがあるのではないかと

いうことで書いてございます。これに対しまして、次に、 低水準として確保すべきものを

整理していくということで、それぞれ書いてございます。 

 大きな要求水準ということで、例えば、22 ページ目の下の「点検及び保守業務」では、①

で「点検」と書いてございまして、点検の要求水準ということでは、大きく言うと、指定さ

れた業務内容を実施して、建物等の機能及び劣化の状況を調査して、異常または劣化がある

場合は必要に応じ対応措置を判断して実行するというようなことが書かれていくのではな

いかなということで考えております。これは国の方でＰＦＩ等、要求水準で示されている内

容を整理しまして一般的に書かせていただいた内容でございまして、ほかには保守業務です

とか清掃業務、あと執務環境測定、施設警備ということで、それぞれ大きな方針というもの

を書かせていただいております。あと、それに対して、民間の創意工夫が発揮できるような

ところがあれば提案を受け付けるということで、管理・運営業務全般に対する提案と、 低

水準である仕様書に対する改善提案というのを受け付けた上で、委託費をどういうふうに支

払っていくかということを書いていくことになるかと思います。 

 「その他の特記事項」ということでは、消耗品ですとか、光熱水費の負担をどうするのか
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ということ、また、事業期間が複数年にわたりますので、その間に法令等の変更があって、

何か増額が生ずるような場合といった特記の整理というものを明確に書いていくというこ

とになるかと考えております。 

 あと、残りのところは既に出されております実施要項に定められております資格に関する

記載の書き方ですとか、入札の手順等についての書き方ということで、ほぼ一定的なものが

できているかと思いますので、こちらを参考に整理をしております。 

 １点、 後に、28 ページ目でございますけれども、先ほどもちょっと今後の課題的な形で

御説明いたしましたけれども、質を評価するということで、設定した質に対してどういうふ

うに評価をしていくかということがございます。これに関しましては、それぞれ各省、ある

いは独法、国、官の方で、どういったところに重きを置くのかというところに基づいて書い

ていただくというのがあるんだと思うんですけれども、例えば、改善提案、民間からの提案

といったものを促進するということでは、提案をたくさん出してもらうということに対する

加点みたいなものをするのかどうなのか。逆にこれをやってしまったがゆえに、どうでもい

いような、しょうもない提案といいますか、余り意味のないような提案をたくさんされても、

評価する側も困るし、それを一体どういうふうに評価するのかというところもございます。

今回は改善提案の件数も評価するというような形で書かせていただきましたが、今後また各

省さんの方にこれをお示しして御意見をいただいてというような手順を踏むというふうに

聞いておりますので、ここら辺の感触を踏まえて明確にしていくということかなということ

で考えております。 

 大体以上が御説明の内容でございまして、済みません、時間をオーバーしました。まだ若

干、官民競争入札の場合の情報の遮断措置とか、書き切れていないところもあるんですが、

基本的な部分として整理してきたのが、今、御説明しました標準例ということになっており

ます。 

○樫谷主査  ありがとうございました。それでは、御質問、御意見のある委員は御発言いた

だければと思います。よろしくお願いいたします。どうぞ。 

○逢見委員  １点よろしいですか。研修施設のような場合は宿泊を伴うものもあると思うん

ですけれども、宿泊についての仕様みたいなものは質として設定を考えられないのかなと思

ったんです。 

○宮地副部長  宿泊施設につきましても、大きく言ってしまうと、利用者の満足度があった

のかどうかというところになってくるんですが、例えば、一般的に空いている時間を民間に、

民間といいますか、研修施設ですと公務員が使うんだと思うんですけれども、公務員以外の

人に開放するとか、そういうふうなことをやっていると、なるべくその施設をたくさん使っ

てもらうとか、そういうようなことで質の設定はできるかと思うんです。研修施設を持って

いらっしゃる省庁さん等にも聞いたんですが、現状、一般に開放しているというのは、体育

館とか運動場とかというのはときどきやるんだけれども、ただ、宿泊施設を開放するという

のはやっていないということです。そうすると、極めて単純な、清掃をちゃんとしてくださ
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いとか、ベッドメイクがちゃんとできているかとか、そういうようなことになりまして、質

として設定していく項目がなかなか見当たらないといいますか、具体的にこれというものが

はっきり整理できなかったものですから、満足度というようなことで書かせていただいてい

るんです。 

 また、ちょっと言いますと、ほかの施設の地域開放などをやっているというようなケース

も、実際やってはいるんだけれども、国の方は施設の利用料とかがもう既に決まっていて、

これでやるとすごく高くて、ほとんど借りていないとかという話なんです。そこを変えると

いうことになってくると、効率的に施設を使ってくださいというような質の設定の仕方が出

てくるんだと思うんですが、今回お聞きしたところでは、そこまで考えていないですという

ことでして、そこの部分の具体的な質の検討設定には至っていないというところでございま

す。 

○樫谷主査  小林委員。 

○小林委員  やはり質の設定がすごく悩ましくて、民間の創意工夫を促進するというか、奨

励するというところがあると思うんですけれども、官の側で、どこをベンチマークにするか

というイメージがないとだめなのかなというふうに思いました。施設の管理・運営業務は何

を達成するのかという具体的な指標みたいなものが設定されて、性能発注にしていくという

ように考えていかないと、さっき、どのぐらい改善提案をしたかとかというのはちょっと問

題があるというお話がありましたけれども、改善の内容がいかにその趣旨に沿ったものなの

かというところはポイントになるんです。だから、そこをどう設定するかというのが難しい

のかなというふうに思いました。 

 22 ページの質の設定例は、考えられるものを出しているけれども、結局、コストの低減と

効率的な運営みたいなものが、目標としては、水準としては、一番メインに、よくわかりま

せんけれども、そちらの方に重点が、ウエートが置かれて、それプラス満足度みたいなもの、

利用者の快適性みたいなものにするのか、そこは方針として何か決められないか。いちいち

いろんなものについて個別に設定していくというと、ものすごい煩雑だし、そんなに個別に

設定する必要は多分ないんだろうと思うので、その辺の質というか、達成すべきレベルとい

うものの具体的なクライテリアというのをある程度設定した方がわかりやすいのかなとい

う気はすごくするんです。そこが一番難しいところなんだと思うんですけれども、どうです

か。国としては、今あるコストをとにかく下げたい、効率的に運営したいというのと、その

施設が持っている本来の使われる目的に照らして、いかにその施設が管理されているかとい

ったところで、どういうインディケーターというか、どういうクライテリアを設定したらい

いのか。そのクライテリアを達成するために、民間だったらこうできますよという、とても

難しいと思うんですけれども、その辺、何かアイデアがないんですか。クライテリアになり

そうなところ。 

 だから、税金といったら変ですけれども、効率的に管理していって、無駄のないように使

わなければいけないというので、効率性が７割で、７割か６割かわからないんですけれども、
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それにプラス快適性と言ったら変ですけれども、施設目的を十分に達成できるような、メイ

ンではないけれども、サポートしているという部分、快適性だか、それは国の大きな役割で

もあるから、環境への配慮というのも入れてもいいと思うんですけれども、何か具体的に指

標というか、一般なものとして設定できないかというところが、ちょっと私としては気にな

るんです。 

○宮地副部長  御指摘はよくわかっておりまして、それで悩んできたんですけれども、国で

示すものに対して、コストを下げてくれればいいんですよというのが現状の入札でして、そ

れが今回、個別にやったのが包括的に集まったということで、１つの目標なり何なりという

のが明確にならないかなということで考えてみました。それが施設目的ということだと思い

ます。 

 ただ、現状、市場化テストの対象になっています研修施設とか、あと、運動施設とかとい

うのがあります。主には研修施設が多いんですが、研修施設などに関してお話を聞くと、別

に公共サービスの質といっても、使うのは公務員だし、利用者サービスとかというのは何か

違うんではないですかというような話も逆に御指摘があったりして、そういう関係もあって、

特に満足度とか、そういったものも取っていない。とにかく今の考え方で言えば、国が定め

た、こういうふうにやってくださいということに対して、いかに安く実施してくれるかとい

うところだけが評価されている。では、何か加えるものがあるというと、今やっているのを

やってもらえればいいんですよねということだったものですから、何かベンチマーク的なも

のというのが明確にならなかったんです。 

 逆に、そういうことで言うと、今、国がこれが仕様ですよと出しているものが本当に 低

水準なのかというと、もっと下げても満足度は下がらないという話はあるのかなという気は

しているんです。そうすると、総合評価を考えるときに、それは民間の提案があるからそれ

でいいんだという考え方なのかもしれないんですが、コスト競争だけにしてしまうような市

場化テストになってしまわないかなというのもちょっと気になるところでして、今回は満足

度とか、ちょっと苦し紛れですけれども、中断回数がないとか、そういうようなことを想定

をしたというところでございます。 

○小林委員  初に幾つか、ターゲットとされている、想定されている施設管理を挙げられ

たではないですか。例えば、国立競技場だとか美術館というのもありますというふうにおっ

しゃっていました。それと研修施設と違うところがあって、その施設の特性ごとにタイプ分

けみたいなことをして、そのタイプごとに考えられる質の設定をしていくというのはあり得

ますね。だから、一般的に考えるとすごく難しいので、例えば、美術館の施設管理でどうい

うことが想定されるのかというのがよくわからないんですけれども、スペース管理みたいな

ものもあり得ないですか。 

○宮地副部長  どこまで出すんですかという話がまだ具体に決まっていないんですという

お話が多かったものですから、なかなかそこまで突っ込んだ話はできませんでした。施設ご

とにどういう特徴があるかとか、どういうところに重点を置いて考えなければいけないかと
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いうようなところは整理できると思うんですけれども、それを指標にしようとすると、我々

の頭が足りないだけなのかもしれないですけれども、満足度とか、非常に一般的なものにな

ってしまいまして、それを細かく聞くというのもあるのかもしれないんですが、研修施設で

あれば、こういうこととか、美術館であれば、こういうことというのをタイプ別に分けたわ

けではないんで、そこは少しトライはしてみたいと思います。 

○樫谷主査  ちょっとよろしいですか。確かに難しいと思うんですね。ここに書いてあるよ

うに、国が 低限の水準としている仕様書、これは国土交通省がつくっている何かがあるわ

けですね。 

○宮地副部長  はい。 

○樫谷主査  これは多分、何か根拠があると思うんですが、なかなか根拠は説明しづらいと

いう話ですね。これを一旦公表して、施設の見学もさせるわけです。例えば、甲乙丙という

入札の方がいらっしゃったら、何も甲乙丙さんがすべて同じＡランクの仕様ではなくて、い

え、私はＣランクを提案します、その代わりコストはこうです、私はＡランクでコストはこ

うですというようなものではだめなんですか。そういうのは難しいですか。 

 現状やっている仕様書と現状の設備を見て、この程度でいいんだというのを逆に提案をし

てもらう。ただし、見る目がないといけないんですけれども、見る目があるのかどうなのか。

つまり、標準仕様書と乖離があって、この乖離について、この程度だったら問題ないんだ、

その代わりこのコストならばいいよというような、標準と実際との差みたいなもので、あと

コストとの関係で図るとか、理屈は簡単なのかもわかりませんが、そういうものは難しいで

すか。 

 だから、Ａさん、Ｂさん、Ｃさんが同じ質を提案されなくても、私は質はちょっと悪いけ

れども、その代わり値段はこうですよ、うちはそうではなくて、質はＡランクですけれども、

その代わりコストはこの辺ですよというような、標準をベースに逆提案ができないのかなと

いう感じがするんですが、その辺はどうですか。 

○宮地副部長  それをちょっとイメージしているのが３ページの表でございまして、既存の

仕様は情報の開示ということでお示しいただく。それに基づいて、現状、どういう清掃なり

がなされているかというのが見学で確認をする。それを見た上で、うちであれば、こういう

ふうにやる、あるいはこのぐらいの清掃でいいんであれば、清掃だけではないと思うんです

けれども、それでいいんであれば、こんな細かい仕様ではなくて、もっとざっくりした仕様

でいいから、その代わりコストは下げるという提案は受け付けられると思うんです。 

 そこになると評価が非常に難しくなってくるんですけれども、どういうふうに評価をする

という一定のルールを決めておけば、できなくはないのかなという気はします。総合評価と

いうことですので、質の部分の評価と価格の、これは多分、除算式になってくるかと思うん

ですけれども、コストで割る。例えば、うちは仕様書をばっちりやるけれども、コストを下

げて、結果的に質を上げますという提案と、今の仕様よりもたくさんやります、当然質も上

がりますけれども、コストも上がりますというものの競争といいますか、比較をして、一番
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いい点を取った人が落札者になるという形にはなるのかなと思います。 

○樫谷主査  あと、一旦提案をしますね。材料というか、素材というか、それは国からすべ

て出すんでしたか。例えば、窓を拭くときのせっけんは国から供給するのですか。 

○宮地副部長  例えば、この庁舎もたしか市場化テストの対象になっていて、内閣府さんに

お聞きしたところでは、洗剤ですとか、消耗品関係、電灯とかは別途国の方で一括的に調達

をしているので、事業者が点検して、点滅している、替えなければいけないという要請があ

ったときに現物を支給するというやり方で、これは変えないということをおっしゃっていま

した。ほかの省庁さんに聞いたときも、考え方は現物支給だということを言っておられまし

た。ただ、御指摘として、そういうのが入ってくれば、例えば、清掃のときに、今は人でや

っているけれども、ロボットを使ってやればもっと安くなるとか、そういう提案もあり得る

とは思いますけれども、現状は、支給するものは支給するということで決めているというよ

うな発注で、今後、市場化テストになったときも、そのシステムはとりあえずは、検討中だ

けれども、変わらないのではないかなという御発言でした。 

○樫谷主査  これは結局、用役だけとか、労働力だけなんですか。 

○宮地副部長  そういうものが多いのかなという認識でおりますが、そこら辺はどうなんで

しょう。まだ決まっていないということですか。 

○事務局  対象の業務範囲をそれぞれどういうふうに考えるかということでございますの

で、まさに今後検討することですが、今のところ、全部の省庁に聞いたわけではないですけ

れども、例えば、電灯であれば電灯は現物支給というような考え方の省庁が多かったという

印象です。ただ、今後、各省の方々の考えによっては、物品調達などの部分まで出すという

ような事例が場合によっては出てくるかもしれません。そのときは、現状の標準例からの応

用形としてやるという考えはあり得るかとは思います。 

○樫谷主査  蛍光灯などは本当に国が安く買っているんですか。 

○事務局  これは恐らく物品の調達ということになりますが、基本的には価格のみの一般競

争入札で、この物品に関して、質がどうかとかは普通は余り考えられていないはずですので、

安いものを買っているということだと思います。 

○樫谷主査  ただ、企業によっては、ほかのところとまとめて買えば、国より安く買える。

国が必ずしも一番安く買っているとも思えないんで、そういうものはむしろ活用してもらえ

ばいい。国のものを使うにしても、点検の回数だとか、やり方によっては、10 本使うものを

７本でよかったとかいうことはあり得ます。これのコストは人件費が基本でしょうから変わ

らないかもわからないけれども、こちらの方の電球代が 10 本から８本に減って、当然質は

変わらずに２本分コストダウンになったとか、あるいは拭くものも、効率的に拭いたので、

今まで 10 リッターかかったのが８リッターで済んだとか、つまり、直接のコストだけでは

なくて、国の資材の使用量によっては、安くなる可能性もないわけではないとは思うんです。 

○事務局  運転の仕方とか、そういったもので工夫をしていただくというのが、まさに民間

事業者の方の創意工夫ということなんだと思います。先ほど御説明のあったとおり、そうい
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う設備の運転の仕方などについて提案を受けると、そういうことは１つの考え方なんだと思

います。 

 これは個人的な意見になるんですが、物品の調達そのものを含まないとしても、御指摘の

あったとおり、今までと違ったやり方や違う資材を使うことによってより良いサービスが提

供できるのではないかといった提案なども受け付けていきつつ、実際の入札価格に反映され

ない委託業務範囲外の部分でのコストの低減にも貢献していただくというようなものを入

れていくというのはあるのかなという気はいたします。 

○樫谷主査  大事なのは、契約をしてからの提案で、この前ちょっとお話ししたかもわかり

ませんが、例えば、今、羽田の拡張工事をしています。あそこは 6,000 億ぐらいで一旦入札

があったんですが、その後の創意工夫の提案で、例えば、今までこういうふうになっていた

んだけれども、こういう工事をするとか、一定の前提でこうなれば 60 億ほど下がる、そう

したら半分ずつにしましょうと、半分がいいのか、６・４か７・３がいいかわかりませんけ

れども、そういう提案です。 

 つまり、どんどん提案することによって、トータルのコストが下がる。しかし、それは国

だけメリットがあるということでなは駄目で、コストダウンしたものを折半しましょうとか、

つまり、管理などというのは日常のマネージメントですから、細々していないと、３年間決

めなさいということでやって、なかなか決まらないと思うんです。そうなると、一旦決めて

おいて、あとは細かくコストダウンしてもらって、そういうインセンティブをつけていく。

そういうことであれば、見る人が見れば、こんな無駄だらけだから、安く入札するけれども、

ここで幾らでも取り返せるなという人もいるかもわかりません。言うのは簡単ですが、難し

いかもわかりません。これをやれば、変えてはいけないということではないと思いますので、

いろんな考え方で一遍やってもらって、いい実施要項にしていかなければいけないかなとい

うふうには思うんです。入札後の積極的な提案についてのインセンティブも考えられないか

なというふうに思ったんです。 

○櫻井参事官  １つ、今のお話との関係で、材料費支給が外になっていると、こんなことは

実際はないと思うんですけれども、今まで５回でやっていたのを 10 回にすることによって

クオリティーは高まるわけです。だけれども、トータルで見ると、今、先生がおっしゃった

ようにコストが上がってしまう。そうすると、国から見るとコストパフォーマンスが悪くな

ってしまうということもあるんではないかと思うんで、例えば、こういうことはできないで

すか。国は支給するんだけれども、支給した部分についても入札価格の中でカウントする。

そうすると、例えば、５本で済めば、実際に事業者に払える金額は増えます。10 本にすれば

事業者に払う金額がその分減りますので、事業者にしてみれば、勿論クオリティーを確保し

つつ、 も効率的な、例えば、電灯の交換をするとか、電気の節約に努める。努めた分は全

部自分たちの実入りになるわけです。あるいは折半でもいいと思います。何か考えないと、

委託金額は下がったんだけれども、トータルで見ると、物品が今まで５本で済んでいたのが

20 本になりましたとか、結局、余分な電気を使っていましたとか、そういうことにもなりか
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ねないような気はするんです。 

○小林委員  その場合だと、物品の単価を出さないとまずいですね。 

○櫻井参事官  おっしゃるとおりで、調達単価を初めに明示をしていく。従来、国でやる場

合には、例えば、年間５本替えていました、したがって調達単価は２万円です。今回、試算

するに当たっては、例えば、１本 5,000 円で試算をしてください。ですから、５本使えば２

万 5,000 円分を引かしていただきますということで、初めに決めておかないとできないと思

います。そこはある程度従来の調達単価をベースにした、仮装かもしれませんが、メルクマ

ールになる標準的な価格を決める必要が出てくるのは御指摘のとおりだと思います。そうし

ないとできないと思います。 

○小林委員  もう一つ難しいのが、快適性が高まればいいとか、きれいになればいいという

ことではないとおっしゃっていたではないですか。だから、どこまでの質を確保すればいい

のかということを確定するというのが、これは企業でもすごく重要で、つまり、一定のコス

トだったら、そんなに性能がよくなくてもいいんだよという顧客があるんです。だから、そ

この部分をどういうふうにクリアにしていくかというか、明確にしていくかということを考

えないとだめですね。 

○櫻井参事官  例えば、先ほどの快適性みたいなところであれば、実際上できるかはわから

ないんですが、１つのやり方は、今、まさにやっているときのアンケートを取っておいて、

そのアンケートと比較して、それを上回ればいいとかですね。要するに、今やっているより

は下がってはだめですよという形で担保はできると思うんです。ただ、難しいのは、建築物

の衛生的快適環境の確保に関する法律みたいな、アンケートでは計測できないようなものは、

ある意味では仕様発注にならざるを得ないのかもしれません。あとは、点検の、常時適切に

保つということですから、部品交換、ここら辺も、まさにさっきの電気をどのくらいで替え

るかです。我々としてみれば、余りちかちかされると執務環境に悪くなるので、そうはなっ

てほしくない。しかし、なるべく長くは使ってもらった方がいい。そこをどういうふうに要

求水準に繰り込んでいくかということだと思うんです。 

○樫谷主査  例えば、蛍光灯ですけれども、どこのメーカーも同じなんですか。電球よりは

長いというのはわかるんですけれども、ここのを使っているから１週間しか使えないんだ、

若干高いけれども、ここなら２週間使えますよとかね。 

○事務局  そういう性能の違いというのは当然あります。 

○樫谷主査  そういうのもあってしかるべきだし、それから、空調がどうなっているのかよ

くわかりませんが、これは全館一本なんですか。 

○事務局  ここはそうですね。 

○櫻井参事官  全部セントラルヒーティングになっているようです。 

○樫谷主査  そうするとなかなか難しいんですけれども、個別にできるところは、例えば、

会議の１時間前にやるとか、こまめにやることによって全体の電力代が下がるとか、いろん

なことを日常工夫してもらわないといけない。 
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○事務局  幾つかの研修施設の方から聞いたりもしたんですけれども、やはり設備の運転方

法などについて工夫をしてもらって提案してもらうという事例があるので、今の案にも若干

入っていますけれども、そういう考え方は入れていかなければいけないのかなと思っており

ます。 

 ただ、１つ考えなければいけないのが、契約期間中に提案してもらったものをどう評価す

るかということです。インセンティブにするのか、次回の入札の際に何らかのメリットがあ

るようにするのか、その辺りを整理しなければいけないかなとは思っております。いずれに

しましても、その辺り、契約中の提案みたいなものはちょっと考えてみたいと思います。 

○樫谷主査  どうぞ。 

○逢見委員  質の中に環境への配慮というのが入っていまして、これはほかの部分と質が違

って、ある意味快適性と背反することがある。例えば、宿泊施設で言うと、シーツや枕カバ

ーを毎日交換するのか、環境への配慮を考えて回数を減らすのか。空調も、夏は 28 度とか、

それをきちっと守ることが大事だというふうに考えれば、暑くても我慢してくださいという

ことになるわけです。そこはある種の価値観みたいなものが入るんで、発注する側にきちん

と示さないといけないんだろうと思うんです。そこは提案だけではなくて、何か示す必要が

あるんではないかなという感じがします。 

○宮地副部長  その点につきましては、民間事業者さんの方からも、施設の利用者の方針を

示してもらわないと、環境のためとやってきて文句が来ても困るので、そこのところは提示

をするということが必要になってくるということですので、現状、庁舎等、マイナス何度と

か、そういうのがありますので、その方針というのは当然伝えていくということだと思いま

す。 

 また、クレームなどについても、設定温度内でクレームがあったものはクレームと見なさ

ずに、設定温度を超えてしまって暑いというクレームがあったときにはクレームとしてカウ

ントするとか、そういうことについての配慮というのは当然していかなければいけないとい

うことだと思います。それは多分、細かな実施要項を書いていく中で示していかなければい

けない、発注者側の方針ということで整理していかなければいけないのかなということは認

識はしております。 

○小林委員  契約期間はまちまちだという想定なんですか。 

○事務局  国の施設に限って言いますと、原則３年以上の複数年間と基本方針に記載してい

ます。もう少し長くやってもいいというところがあれば、当然長い方が民間の方もより慣れ

て、うまい事業を運営していただける可能性も高まりますので、妨げるものではないですが、

少なくとも３年というのはお願いをしているところです。 

○小林委員  思いつきでしかないんですが、利用者も公務員である場合と、例えば、美術館

とか競技場だったら、ほかの一般の方たちも来るわけです。その場合に、何らかのタイプ分

けをして質を設定した方がいいんではないかという気がします。それを一定水準決めてしま

うと言ったら変ですけれども、明確にしていく必要があって、インセンティブの話とか、デ
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ィスインセンティブの話とか、モニタリングにかかわってくるところだから、それがはっき

りしていないとだめではないかと思うんです。美術館とかだと、美術品を所蔵しているわけ

だし、そういう意味では、さっきの研修施設などと違って、管理の部分はかなり高い質のも

の、クオリティーのものが求められるんでしょうから、そういうものと、公務員は暑くても

ちょっと我慢しなければいけないみたいな、よくわからないけれども、国民のために我慢し

なければいけないという、少しタイプ分けした方がいいような気がいたします。 

○事務局  タイプ分けして、例えば満足度などの数字ももう決めてしまうということですか。

そういうことではないですね。 

○小林委員  ＴＱＭ（Total Quality Management）みたいな話になるのかもしれないけれど

も、どの質、どのレベルのきれいさとか、どのレベルの快適さというのを設定しなければい

けないのかというので、ある意味ランキングをしていくみたいなイメージなんです。それは

決められないですか。だから、乱暴な言い方ですけれども、公務員が利用するところだった

ら、コスト、効率性にウエートを置いて、研修効果とか、いろいろあるのかもしれないけれ

どもという、何かランキングのイメージなんです。ランキングでは十分ではないですか。 

○事務局  施設の区分ごとにある程度整理するというのはあり得ると思うんですが、 終的

には個別の施設によって、どうお考えになるかというところだと思うんです。なので、提案

の評価においてコストと質のバランスをどう見るかも含めですが、 終的には各施設を所管

している省庁がどう考えるかということになるのではないでしょうか。 

○小林委員  それは、例えば、耐用年数というか、どのぐらいの築なのかとか、そういうの

でも変わってくる。 

○事務局  もしかしたら、そういうことはあるかもしれません。例えば、質の数字を決める

としても、ご指摘のとおり、各施設によって耐用年数や築何年なのかというところでも変わ

ってくるとすると、基準として考えられるのは、個別の施設の過去の実績ということに恐ら

くなってきます。今、満足度などの指標を取っていないという施設が多いんですけれども、

事前にある程度の期間を定めて指標を取っていただくか。それとも、これもジャストアイデ

アなんですけれども、事業が始まった後に、事業実施期間の途中まで指標を取ってみて、出

てきた数値から落ちないようにすることで質を確保する、ということもあり得るかもしれま

せん。いずれにしても、ある程度の考え方を示しても、 終的には個別の施設の事情による

ということなのかなと思っております。 

○樫谷主査  あと、コスト面で、例えば、この庁舎を管理するときに、人件費以外にどうい

うコストが幾らかかっているのかというようなことは把握しているんですか。ここの電力料

が幾らで、トイレットペーパーが幾らで云々というのは、全部コストではじいているんです

か。わかるんですか。集計されているんですか。 

○事務局  正確なところは承知しておりませんが、基本的には、例えば永田町合同庁舎の管

理・運営に当たっての役務の提供に関する各業務はそれぞれ入札によって事業者が決まって

います。例えば、物品の調達についても、それぞれ入札によって物品の提供者が決まってい
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るのが通例だと思いますので、そういうものについては、それぞれ個別にコストは出ている

と思います。 

○樫谷主査  この館で入札をしているんではなくて、内閣府で全部やっているのか、幾つか

分けているのかわかりませんが、どういう単位で入札しているんですか。 

○事務局  それはまさにケース・バイ・ケースで、永田町合同庁舎にかかる、ある物品の調

達にどれくらいコストがかかっているかは、入札単位が本府なども含めて入札をしているん

であれば直接は出ませんので、その場合、そのコストが出るのかどうかは確認してみないと

わからない部分もあります。 

○樫谷主査  そうでないと、どれぐらいコストダウンできたかということがわからないわけ

です。減価償却費は変わらないんで、そこはコストダウンできないけれども、国が実費を負

担するというんであれば、施設にかかわる変動費の部分がどれだけコストダウンできたのか

ということもわかる。トイレットペーパーをまとめて買ったけれども、ここに対して受け払

いをしていて、永田町合同庁舎が年間 100 個トイレットペーパーを出しましたとかがわかれ

ば、この集計ができるわけです。例えば、蛍光灯にしても、電力料にしても、こういう工夫

をしたために下がったんだということの因果関係が説明できないと、逆に言えば、下がった

と言われても、理論値で下がっただけで、実際に下がったどうかわかりませんと言われたら

ですね。 

○事務局  例えば、電力料で言えば、気候変動などが大きな変動要因になりますので、どこ

までが事業者の評価に値するのかというのは非常に難しいところではあります。 

○小林委員  先ほど私、ランキングと言いましたけれども、カテゴリー分けするという考え

方はありかなと思うんです。さっきの美術館とか競技場とかも出てきたので、そこのカテゴ

リーの中で重視すべき点、ポイントみたいなことはピックアップして、明確にしておいた方

がいいんではないか。 

○宮地副部長  その点はやっていなかったんで、対応して整理をしていきたいと思います。 

○樫谷主査  あと、どこまでの実費をだれが負担するのかということも事前に決めておかな

ければいけないかもわかりません。人だけでいいのか、例えば、うちはリネンの工場を持っ

ているから、うちでやった方が安いですよとか、あるかもわかりません。うちはここの工場

を持っているので、この部分はうちがやった方が安い、ほかは国のものを使いますとか、ケ

ース・バイ・ケースでいろいろあるかもわかりません。床を磨くのでも、かなりいい床磨き

を使ってやっているところも実はあるんです。磨いておくと掃除が楽だとか、いろいろ工夫

してやっているようなんです。そんなものを許すのか許さないのかということもあります。 

○宮地副部長  今、御指摘いただきましたことについては、カテゴリー分けとか、価格をど

ういうふうに反映して評価をするのかというところはもうちょっと調べさせていただきた

いと思います。 

 ただ、なかなか細かく書き切れないのは、具体の業務が決まっているわけではないところ

もあって、例えば、民間事業者さんなどがおっしゃるには、設備にしても、耐用年数といい
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ますか、どういうふうにメンテナンスしてきたかでもかなり性能が違ってしまうとか、そう

いうようなところについては、現状の整理の仕方だとなかなかうまく書けないところもある

ものですから、留意事項というような形でチェックをしておくということは当然するんです

けれども、どこまでできるかというのが、今、明確にお答えできないところであります。カ

テゴリー分けをするとか、あと、コストを入れて入札をするような仕組みというのはどこま

で今やられていて、どこまでできるのかというところについては整理をして、例示のような

形で入れておくというようなことは工夫をしていきたいと思います。 

○樫谷主査  時間がちょっと過ぎているんですけれども、いかがですか。 

 事務局、何かありますか。 

○事務局  基本的には今、御指摘いただいたところを踏まえて、修正をしていきつつ、並行

して、実際にお使いになられることになる各省や、民間の方の意見を聞きながら、もうちょ

っと考えていきたいと思っております。引き続き委員の先生方にも個別にいろいろ御相談さ

せていただくと思うんですけれども、その都度いただいた意見を適宜反映して、よりよい形

にしていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

○樫谷主査  初は完璧なものはできないかもわかりませんが、考え方を整理しておいてい

ただいて、あとは、適用できるものとできないものとあるし、また適用するための条件を整

えてもらわなければいけないかもわかりません。是非その辺をイメージしながらやっていた

だけたらと、こういうふうに思います。 

 よろしいですか。それでは、大変ありがとうございました。時間となりましたので、ヒア

リングはこれで終了させていただき、本日の入札監理小委員会は、これで終了いたします。 

（傍聴者退室） 

 

18




